
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成２７

年５月２９日に公布されたことにより、平成２８年４

月から健康保険及び船員保険の標準報酬月額の上限

及び累計標準賞与額の上限が変更になります。 

＜標準報酬月額及び累計標準賞与額の上限の変更＞ 

★健康保険法及び船員保険法における現在の標準報

酬月額の最高等級（４７級・１２１万円）の上に３

等級が追加され、上限が引き上げられます。 

 

★健康保険法及び船員保険法における年度の累計標準

賞与額の上限が５４０万円から５７３万円に引き

上げられます。 

＜改定通知書の送付（健康保険）＞ 

健康保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の

新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主

に対して、平成２８年４月中に管轄の年金事務所より

「標準報酬改定通知書」をお送りします。なお、標準

報酬月額の改定に際して、事業主からの届出は不要で

す。 

 

 

 

平成２８年度の年金額は、物価がプラス０,８%、賃金

がマイナス０,２%の変動となったことを踏まえ、物価、

賃金によるスライドは行われず、平成２７年度から据 

 

 

 

 

 

 

え置きとなります。ただし、被用者年金一元化法（平

成２７年１０月施行）により端数処理が変更※になっ

たため、月額で数円の増減が生じます。 

なお、年金額のお知らせについては平成２８年６月上

旬に送付する予定としています。 

※ それまでの１００円未満四捨五入から、１円未満

四捨五入に改められました。 

 

 

 

全国健康保険協会は、平成２８年度の都道府県単位の

健康保険料率を改定すると公表しました。下記をご参

照ください。なお全国一律の介護保険料率については、

据え置きとなります。（１,５８％） 

変更は平成２８年３月（４月納付分）からとなります。 

従業員からは、４月に支給する給与から変更の保険料

を控除してください。 

※ 任意継続被保険者の方は４月分（４月納付分）か

ら変更となります。 

全額表示 健康保険 合計保険料 

千葉県 9.93％ 11.51％ 

東京都 9.96％ 11.54％ 

埼玉県 9.91％ 11.49％ 

 

※ ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合

わせください。 
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健康保険の標準報酬月額の上限改定

及び累計標準賞与額の上限変更 

（平成２８年４月から） 

 

 

業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

労使間トラブルの相談 

就業規則等の人事制度構築 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

 

平成 28年度の年金額について 

（平成 28年４月から） 

 

 

健康保険料率の変更（協会けんぽ） 

平成２８年３月から（４月納付分） 


